
 

議案第２８号 

 

   狭山市立博物館条例の一部を改正する条例 

 狭山市立博物館条例（平成２年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「狭山市稲荷山１丁目２３番１号」を「狭山市稲荷山１丁目２３番地１」

に改める。 

 第１２条を第１４条とし、第１１条を第１２条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （指定管理者による管理） 

第１３条 教育委員会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの（以下 

「指定管理者」という。）に博物館の管理を行わせることができる。 

２ 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

（１）博物館の資料の保管、展示等に関する業務 

（２）博物館の施設及び資料の利用に関する業務 

（３）博物館の事業の企画及び実施に関する業務 

（４）博物館の施設等の維持管理に関する業務 

（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 

３ 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定め

るところに従い、博物館の管理を行わなければならない。 

４ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第４条ただし書、

第５条ただし書、第８条、第９条及び第１０条の規定の適用については、これらの

規定（第４条ただし書及び第９条を除く。）中「教育委員会」とあり、第４条ただ

し書中「狭山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」とあり、並びに第８

条及び第９条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第４条ただし書中「認める

ときは」とあるのは「認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第

５条ただし書中「事情により」とあるのは「事情があるときは、あらかじめ教育委

員会の承認を得て、」と、第８条（見出しを含む。）及び第９条（見出しを含  

む。）中「入館料」とあるのは「利用料金」と、第８条中「第６条」とあるのは 

「前条」とする。 

 第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第８条を第９条とする。 

 第７条中「一に」を「いずれかに」に、「前条」を「第６条」に改め、同条を第８

条とする。 



 

 第６条の次に次の１条を加える。 

 （利用料金） 

第７条 前条の規定にかかわらず、指定管理者（第１３条第１項に規定する指定管理

者をいう。以下この条において同じ。）に博物館の管理を行わせる場合においては、

博物館の常設展示の資料を観覧するために入館しようとする者は、博物館の入館に

係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指

定管理者が定めるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の企画による資料を展示した場合

においては、あらかじめ市長の承認を得て、別に利用料金の額を定め、これを徴収

することができる。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

 別表中「（第６条関係）」を「（第６条、第７条関係）」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第１条の改正規定及び

第７条の改正規定（「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。）は、公布の

日から施行する。 

２ 改正後の狭山市立博物館条例（以下「改正後の条例」という。）第１３条第１項

の規定により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規

定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に狭山市立博物館の管理を行わ

せる場合は、改正前の狭山市立博物館条例の規定により教育委員会若しくは市長が

した処分その他の行為（この条例の施行の日以後の利用に係るものに限る。）又は

教育委員会に対してされた申請その他の行為（この条例の施行の日以後に指定管理

者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。）については、改正後の条

例の相当規定に基づいて指定管理者がした処分その他の行為又は指定管理者に対し

てされた申請その他の行為とみなす。 

 

 

  平成２６年６月９日提出 

 

         狭山市長 仲 川 幸 成 

 



 

提案理由 

 狭山市立博物館の効率的な運営を図るため、同施設の管理について指定管理者制度

及び利用料金制度を導入するとともに、条文の整備をしたいので、この案を提出する

ものである。 


